
 
 

  平成   年   月   日 
 

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会  
会長 佐 藤 勇 夫 様  
 

 
 下記のとおり寄附をしたいので申込みます。 
 

ふ り が な                            

寄附者の名称及び 
代 表 者 職 氏 名                 ㊞ 

寄 附 者 の 住 所 

 
〒    

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

寄 附 (予 定 )額                      円也 

寄 附 の 方 法 
□専用納付書による振込 ※宮崎銀行からのお振込は手数料不要   
□当会へ持参する。      
□その他（                        ） 

寄 附 金 振 込 日 平成   年   月   日 

広 報 誌 の 掲 載 □可   □不可 ※ 住所･電話番号は公表いたしません。 

 

【送付先】 
 
社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 総務企画課 

〒８８０－８５１５ 宮崎市原町２番２２号 宮崎県福祉総合センター内 
ＴＥＬ０９８５－２２－３１４５ ＦＡＸ０９８５－２７－９００３ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税法上の優遇措置について 

 
１ 個人が支払った寄附金控除（所得税法第７８条） 

個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人※1等に対し特定寄附金を支出した 

ときは、寄附金控除として所得から控除されます。 

 

２ 法人が支払った寄附金の損金算入（法人税法第３７条） 

① 会社などの法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、 

所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。 

② 特定公益増進法人に対する寄附金については、一般の寄附金とは別枠で寄附金

の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入さ

れます。 
 

   ※１公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に

著しく寄与する法人をいいます。 


